
 

 

伊勢 崎 市 監査 委 員 告示 第  ５  号  

 

公   表   書  

 令和 ２ 年 度 定 期 監 査を 執 行 し た の で 、地 方 自 治 法 第 １ ９９ 条 第 ９ 項 の 規 定に基

づき そ の 結果 を 別 紙 の と お り公 表 す る。  

 

  令 和 ２年  ９ 月２ ５ 日  

 

 

                   伊 勢崎 市 監 査委 員  猪  俣    健 

                      同      光  山  喜一郎 

                      同      鈴  木  良  尚 

 

 

                 記  

１  定 期 監査 報 告 書  

伊勢崎市民病院、介護老人保健施設ひまわり、訪問看護ステーションいせさき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和２年度定期監査結果報告書  

 

１  基 準 に準 拠 し てい る 旨  

  監 査 委員 は 、 伊勢 崎 市 監査 基 準 （令 和 ２ 年３ 月 １ ２日 監 査 委員 訓 令 甲第 １

号） に 準 拠し て 監 査を 実 施 した 。  

 

２  監 査 の種 類  

 財 務 監 査及 び 行 政監 査  

 

３  監 査 の日 程 及 び対 象  

 令 和 ２ 年７ 月 ９ 日（ 木 ）  

  伊 勢 崎市 民 病 院、 介 護 老人 保 健 施設 ひ ま わり 、 訪 問看 護 ス テー シ ョ ンい せ

さき  

 

４  監 査 の着 眼 点  

  令 和 元年 度 に おけ る 財 務に 関 す る事 務 の 執行 及 び 経営 に 係 る事 業 の 管理 が

法令 に 適 合し 、正 確で 、最 少の 経 費 で最 大 の 効果 を 挙 げる よ う にし 、そ の組

織及 び 運 営の 合 理 化に 努 め てい る か 。  

施設 は 安 全性 を 考 慮し て 管 理運 営 さ れて い る か。 ま た 、災 害 対 策や 防 犯 対  

策は 万 全 であ る か 。  

 

５  監 査 の実 施 内 容  

 （ １ ） 予備 監 査  

   本 監査 に 先 立ち 監 査 委員 事 務 局職 員 に より 、 下 記事 項 を 重点 に 関 係書 類

を試 査 又 は精 査 を して 予 備 監査 を 実 施し た 。  

   ア  予 算 の 執行 状 況 につ い て  

   イ  諸 帳 簿 の記 帳 、 整理 、 保 管状 況 に つい て  

   ウ  金 銭 の 出納 、 預 金 通 帳 の 管理 に つ いて  



 

 

   エ  契 約 関 係に つ い て  

   オ  物 品 及 び薬 品 等 の出 納 、 管理 に つ いて  

 （ ２ ） 本監 査  

   当 該監 査 は 、監 査 委 員 ３ 名 と 事務 局 職 員が 、 現 地に お い て対 象 各 課の 予

備監 査 結 果と 提 出 書類 に 基 づき 質 疑 応答 形 式 で実 施 し た。 ま た 、施 設 及 び

設備 に つ いて は 外 観的 に 監 査し た 。  

 

６  監 査 の結 果  

  財 務 に関 す る 事務 を は じめ 、 行 政事 務 の 執行 、 施 設の 管 理 は概 ね 適 正に 処

理さ れ て いる と 認 めら れ た 。  

  予 備 監査 の 結 果を 含 め た個 別 の 指摘 事 項 につ い て は、 本 監 査に お い て、 部

長 等に 対 し 口頭 で 指 摘す る と とも に 各 所属 長 か ら、 そ の 対応 状 況 等を 聴 取し

た。 主 な もの は 次 のと お り であ る 。  

 ○ 伊 勢 崎市 民 病 院  

  [事 務 改 善 ]  

人事 関 係 にお い て 、 出 張 命 令が な く 出張 し て いる も の があ っ た 。ま た 、

被服 の 貸 与期 間 満 了前 に 貸 与さ れ て いる も の 、被 服 受 払簿 が 未 作成 の も の

があ っ た 。  

契約 関 係 にお い て 、 見 積 合 せ執 行 担 当者 が 相 違し て い るも の 、 契約 書 と

支出 負 担 行為 書 の 決裁 者 が 相違 し て い る も の 、主 任 技 術者 選 任 通知 書 及 び

監督 職 員 指定 通 知 書の 決 裁 者に 誤 り があ る も の、 請 書 約款 が 相 違し て い る

もの 、 納 入期 限 を 過ぎ て 納 品さ れ て い る も の があ っ た 。 チ ェ ッ ク体 制 の 充

実と 慎 重 かつ 適 正 な事 務 処 理を 望 む もの で あ る。  

○介 護 老 人保 健 施 設ひ ま わ り  

   特に な し  

 ○ 訪 問 看護 ス テ ーシ ョ ン いせ さ き  

  被 服 受払 簿 及 び被 服 貸 与簿 に 記 載さ れ て ない も の があ っ た 。  


